
大阪府個人情報保護審議会運営要領（新旧対照表）案 

改正後 改正前 改正理由 

（会議の開催） 

第２条 審議会は、大阪府個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第

２号。以下「条例」という。）の規定に基づき実施機関（条例第 53

条の３第１項の指定実施機関を含む。以下同じ。）及び条例第 53

条の２の公社（以下「公社」という。）から諮問があったとき、及

び特定個人情報保護評価に関する規則（平成 26年特定個人情報保

護委員会規則第１号）第２条第２号の重点項目評価書及び同号に規

定する事項に係る評価書の点検について諮問があったとき、その他

会長が必要があると認めるときに会議を開く。 

 

 

 

（部会の設置） 

第３条 審議会の部会として、別表に掲げる部会を置くものとする。 

 

 

（審議の原則） 

第４条 審議会の部会は、別表に掲げる担任事務の審議を行うものと

する。 

 

 

 

 

２ 両部会の担任する事務にまたがる事項について実施機関から諮

問があったときは、両部会長が協議の上、調査審議の方法を決定す

るものとする。 

 

 

 

 

 

(会議の開催) 

第２条 審議会は、審議会規則第５条第１項第１号の審査請求案件等

審査部会（以下「審査請求審査部会」という。）にあっては大阪府

個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第２号。以下「条例」とい

う。）の規定に基づき実施機関（条例第 53条の３第１項の指定実施

機関を含む。以下同じ。）及び条例第 53条の２の公社（以下「公社」

という。）から諮問があったとき、審議会規則第５条第１項第２号

の特定個人情報保護評価点検部会（以下「評価点検部会」という。）

にあっては同号の重点項目評価書及び同号に規定する事項に係る

評価書（以下「評価書」という。）の点検について諮問があったと

き、その他会長が必要があると認めるときに会議を開く。 

 

 

 

 

 

（審議の原則） 

第３条 審査請求審査部会は、条例第 35条第１項（条例第 53条の３

第１項において準用する場合を含む。）の規定により実施機関から

諮問があったときは、条例第 18 条第１項若しくは第２項、第 26

条第１項若しくは第２項又は第 31 条の４第１項若しくは第２項

（いずれも条例第 53条の３第１項において準用する場合を含む。）

の規定による決定に係る個人情報をもとに審議を行うものとする。 

２ 評価点検部会は、第２条の規定により評価書の点検について実施

機関から諮問があったときは、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 26条第１項に基づく特定

個人情報保護評価指針により、その内容の点検を行うものとする。 

  

 

 

 

 

大阪府個人情報保護審

議会規則の改正によ

り、規則上に部会の名

称がなくなったため 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府個人情報保護審

議会規則の改正によ

り、部会を設置するた

め 

 

大阪府個人情報保護審

議会規則の改正によ

り、部会の担任事務を

定める必要があるため 
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(意見等の陳述者の数 ) 

第５条  条例第 39 条 (条例第 53 条の３第１項において

準用する場合を含む。 )の規定により、口頭で意見又

は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人

の代理人及び補佐人を含めて３人以内とする。ただ

し、審査請求案件等審査部会が必要と認めるときは、

この限りでない。  

 

(調査審議手続の報告 ) 

第６条  条例第 41 条 (条例第 53 条の３第１項において

準用する場合を含む。 )の規定により、審査請求案件

等審査部会が指名した委員は、同条の閲覧、調査等を

行った場合は、速やかにその結果を審査請求案件等審

査部会に報告しなければならない。  

 

第７条～第 10条 

 

(資料の提出 ) 

第４条  審査請求審査部会は、実施機関に対して、条

例第 35 条第２項で提出のあった書類の他審議の必要

に応じ、相当の期間を定めて、追加資料の提出等を

求めることができる。  

 

(意見書の提出 ) 

第５条  審査請求審査部会は、審査請求人に対して、

条例第 35 条第２項で提出のあった書類の他審議の必

要に応じ、意見書の提出を求めることができる。  

 

(意見等の陳述者の数 ) 

第６条  条例第 39 条 (条例第 53 条の３第１項において

準用する場合を含む。 )の規定により、口頭で意見又

は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人

の代理人及び補佐人を含めて３人以内とする。ただ

し、審査請求審査部会が必要と認めるときは、この限

りでない。  

 

(調査審議手続の報告 ) 

第７条  条例第 41 条 (条例第 53 条の３第１項において

準用する場合を含む。 )の規定により、審査請求審査

部会が指名した委員は、同条の閲覧、調査等を行った

場合は、速やかにその結果を審査請求審査部会に報告

しなければならない。  

 

第８条～第 11条 

 

個人情報保護条例第 38

条の規定と重なるた

め、削る。 

 

 

 

個人情報保護条例第 38

条の規定と重なるた

め、削る。 

 

 

第２条で審査請求案件

等審査部会を審査請

求審査部会と 置き

換えていた部分を削除

したため、 

 

 

 

第２条で審査請求案件

等審査部会を審査請求

審査部会と置き換えて

いた部分を削除したた

め、 

 

 

条ずれ 

 

 

附 則 

この要領は、平成 31年３月 18日から施行する。 
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別表 

名称 担任事務 

審査請求案件等審査部会 ・大阪府個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第二号）第７条第３項第７号（同条例第 53条の２及び第 53条の

３第１項において準用する場合を含む。）に規定する事項 

・同条例第７条第５項ただし書（同条例第 53 条の２及び第 53 条の３第１項において準用する場合を含む。）に規

定する事項 

・同条例第８条第２項第９号（同条例第 53条の３第１項において準用する場合を含む。）に規定する事項 

・同条例 34条第２項（同条例第 53条の３第１項において準用する場合を含む。）に規定する事項 

・第 35条第１項（同条例第 53条の３第１項において準用する場合を含む。）に規定する事項 

・同条例第 49条第２項、第 51条、第 52条第１項及び第 57条第１項に規定する事項 

ネットワーク利用による個人情報保護

に係る部会 

・特定個人情報保護評価に関する規則(平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第１号)第２条第２号に規定する重

点項目評価書 

・同規則第７条第４項に規定する事項 

・大阪府個人情報保護条例第８条第５項（同条例第 53条の２及び第 53条の３第１項において準用する場合を含む。）

に規定する事項 

・大阪府住民基本台帳法施行条例（平成 23年大阪府条例第７号）第６条に規定する事項 
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